
 

 

一時預かり保育のしおり 
 

学校法人大庭学園立 那覇市公私連携型保育所 
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☆一時預かり保育とは☆ 

 

 

 

 

 

１．利用できる児童と保育サービスの内容 

那覇市にお住まいの生後６ヶ月から小学校就学前の児童で、家庭の事情等により次のサービ

スが受けられます。 

 

                月 2回程度とします。 

対象：保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担感を解消するため保育を必要とする 

 

月 15日を限度とします。 

対象：保護者の疾病、災害、事故、出産、介護、冠婚葬祭等、その他社会的にやむを得ない事由によ

り、緊急又は一時的に保育を必要とする児童。 

 

週３回を限度とする。 

   対象：保護者のパート就労、職業訓練、就学等により、家庭保育が困難となる児童。 

 

※提供する日数や期間は、保護者及び保育所の状況に応じ、所長が決定します。 

    ご希望に添えない場合もありますので、ご了承ください。 

  

２．一時預かり保育の実施日及び時間  

 

 

 

 

実施日 月曜日～金曜日（祝日は除く） 

預かり時間 午前９時００分～午後５時 

保育所等を利用していない家庭において、冠婚葬祭や疾病などの突発的な事情により家庭で

の保育が困難になった場合に、若狭浦保育所で一時的に児童を保育するサービスです。 

 

私的保育サービス 

 

緊急保育サービス 

 

非定型的保育サービス 

 



３．一時預かり保育サービス事業の利用料金 

利用時間 ３歳未満児 ３歳以上児 備考 

9：00～13：00 1,600円 1,600 円（給食費 300 円含む） 食事の提供があります。 

13：00～17：00 1,600円 1,500円（おやつ代 200円含む） おやつの提供があります。 

9：00～17：00 2,000円 
1,900 円 

（給食費、おやつ代 500 円含む） 
食事・おやつの提供があります。 

※支払い方法：保育料は当日お子さんのお迎え時にお支払いいただきます。 

※3歳未満児は、給食費、おやつ代も含まれた料金となっております。  

※3歳以上児は、無償化対象のお子様であっても給食費、おやつ代を当日お支払い頂きます。 

 ４．利用の申し込み方法 

【私的保育サービス・非定型的保育サービス】  

○利用する日の２週間前までに、お電話でお問い合わせください。 

※利用前に電話で面談日を予約し、児童と一緒に面談を受けてください。 

   ※面談時には、印鑑を持参し、必要書類をご記入頂き提出頂きます。 

 【緊急保育サービス】 

○ご利用の前日（事由により当日でも可）までに保育所に直接お申込みください。 

   ※一日の利用人数などにより、利用を制限する場合があります。 

 

 ５．申し込みに必要な書類 

【各保育サービス共通】 

  ①一時預かり保育申請書 

  ②児童調査票 

  ③児童の健康診断書（3か月以内のもの） 

 

【非定型的保育サービス（①、②のどちらか）】 

  ①保護者の勤務証明書または自営業証明書等（就労による利用の場合） 

  ②保護者の通学証明書（職業訓練及び就学等による利用の場合） 

 

【緊急保育サービス（①、②、③のどちらか）】 

  ①保護者の診断書（疾病等で入院による利用の場合） 

  ②家族の診断書（家族の看護及び介護による利用の場合） 

  ③親子健康手帳（出産による利用の場合） 

  ※必要に応じて事由等が明らかにできる書類の提出をお願いする場合もあります。 

６．安全と健康管理について 

〇その日の児童の体調を園に伝えてください。また、緊急時の連絡先も事前に調整し、 

   園にお知らせください。 

〇はしか等の予防接種については、できるだけ事前に接種してください。 

〇感染症にかかったあと利用する際は、医療機関の証明が必要となる場合が あります。 


